
松山市有料老人ホーム設置手続要領 

 

第１ 目 的 

この要領は、松山市有料老人ホーム設置運営指導指針（以下「指針」という。）に基づき、

松山市内に設置運営しようとする有料老人ホームの設置手続き等について定めるものであ

る。 

第２ 施設基準 

（１） 有料老人ホームの施設・設備は、指針第５に規定する基準を満たさなければならない。

ただし、第５－（６）及び（８）に規定する設備は、有料老人ホームが提供するサービス内容

に応じて設置することとし、必ずしもすべてを設置する必要はない。 

（２） 介護付有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護等の事業者の指定を受けた有料老

人ホームをいう。以下同じ。）を設置しようとする場合は、指針の基準に加え、「松山市指定

居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年

松山市条例第５０号）」、「松山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準等を定める条例（平成２４年松山市条例第５２号）」又は「松山市指定介護

予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介

護予 防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年松山市

条例第５１号）」に定める設備に関する基準を満たさなければならない。 

（３） 設置予定者は、有料老人ホームの施設の設計にあたっては市と十分に協議を行うこと。 

第３ 事前相談 

（１） 介護付有料老人ホームを設置しようとする者は、市の介護保険事業計画との整合性を

図るため、第４の事前協議を行う前に市へ有料老人ホームの設置について事前の相談を

行うこと。 

（２） （１）の事前相談は、介護付有料老人ホームを設置しようとする場合に必須であり、住宅

型有料老人ホーム又は健康型有料老人ホームを設置しようとする者は、事前相談を行うこ

となく第４の事前協議を行うことができる。 

  

第４ 事前協議 

（１） 設置予定者は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）による開発行為許可申請又は

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）による建築確認申請（以下「土地に係る許認可申

請等」という。）を行う前に、市長へ有料老人ホーム事前協議書（様式第１号）を提出しなけ

ればならない（以下「事前協議」という。）。 

（２） （１）の事前協議を行う前に設置計画や設計図面等の協議を行うことは差し支えない。 

（３） 事前協議書の添付書類は、一式揃えて提出すること。添付書類の一部のみで事前協議

書を提出することはできない。 

（４） （１）の事前協議及び（２）の協議を希望する場合、あらかじめ市に連絡し事前協議の日

程調整を行うこと。原則として、予約のない訪問、電話又はメールでの協議は行わな

い。 



（５） （１）事前協議及び（２）の協議は設置予定者が直接行うこととし、設計会社やコンサルテ

ィング会社等のみとの協議は行わない。ただし、設置予定者とともに設計会社やコンサ

ルティング会社等が同席することは差し支えない。 

（６） 市長は、（１）の事前協議の内容を審査した結果、当該協議内容及び設置計画等が指 

針に適合していると認められたときは、設置予定者へ事前協議完了の通知を行うものとす

る。 

（７） 設置予定者は、（６）の事前協議完了の通知後に事前協議の内容に変更があったとき

（１）の事前協議を再度行わなければならない。 

（８） 設置予定者は、（６）の事前協議完了の通知を受理した後、土地に係る許認可申請等を 

行わなければならない。 

 

第５ 設置届 

（１） 設置予定者は、建築確認後速やかに老人福祉法第２９条第１項の規定による有料老人

ホームの設置届出を行わなければならない。 

（２） 設置届を提出する際の添付書類については、事前協議で提出したものと同一のものが

ある場合、再提出の必要はない。 

 

第６ 変更届 

事業者は、前条の規定による設置届の内容に変更を生じたときは、変更の日から一月以

内に老人福祉法第２９条第２項の規定による届出を行わなければならない。 

 

附則 

この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附則 

この要領は、平成 27 年 7 月 1 日から施行する。 


